
株 主 各 位

2024年３月６日

東京都渋谷区桜丘町20番１号
渋谷インフォスタワー２階

ルーデン・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 百田 哲史

第24回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素よりご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第24回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご通知申し上げます。

本株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第３２５条の３の
規定により、電子提供措置事項をインターネット上の当社ウェブサイ
トに掲載しておりますので、以下のＵＲＬにアクセスのうえご確認く
ださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト(トップページ) https://www.ruden.jp/
(上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより［IR情報］
［招集ご通知］を順に選択いただき、ご確認ください。)

電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほ
か、株主総会資料 掲載ウェブサイトにも掲載しております。

株主総会資料 掲載ウェブサイト
https://d.sokai.jp/0003122/teiji/

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討
のうえ、2024年３月21日（木曜日）午後５時までに議決権を行使して
くださいますようお願い申し上げます。

〔郵送による議決権行使の場合〕
本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対す

る賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送く
ださい。各議案につき賛否が表示されていない場合には、会社提案に
つき賛成としてお取扱いたします。

敬 具
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１．日 時 2024年３月22日（金曜日）午前10時30分（午前10時
開場）

２．場 所 東京都渋谷区桜丘町23番21号
渋谷区文化総合センター大和田６階 伝承ホール

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １.第24期（自2023年１月１日至2023年12月31日）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査
等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２.第24期（自2023年１月１日至2023年12月31日）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）１名選任

の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第４号議案 会計監査人選任の件
第５号議案 資本金の額の減少（減資）及び剰余金の処分の件
第６号議案 自己株式取得の件

記

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行
使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

当社は法令および定款第13条の規定に基づき、電子提供措置事項記載書面に記
載すべき事項のうち、次に掲げる事項について書面交付請求をされた株主に交付
する書面には記載しておりません。従いまして、電子提供措置事項記載書面に記
載の内容は、監査等委員会が監査報告の作成に際して監査をした連結計算書類及
び計算書類並びに会計監査人が会計監査報告の作成に際して監査をした連結計算
書類及び計算書類の一部であります。
▪連結計算書類の「連結注記表」
▪計算書類の「個別注記表」
なお、電子提供措置事項に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の
当社ウェブサイト、株主総会資料 掲載ウェブサイトにおいて、その旨、修正前
の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

株主様同士の公平性を期する観点から、お土産の提供はございません。あしか
らずご了承くださいませ。

－ 2 －



（ 自 2023年１月１日
至 2023年12月31日 ）

(提供書面）

事  業  報  告

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の５

類移行により、経済活動の正常化が進展し、各種政策の効果もあって景気

は緩やかに回復しております。しかし、海外景気の下振れ、物価上昇、金

融・為替市場の変動等の影響が懸念され、先行きは依然として不透明な状

況です。

当社グループの既存事業と密接に関連する新築マンション市場、特に首

都圏マンション市場におきましては、2023年の初月契約率においては、好

調と言われる70％台（出典「株式会社不動産経済研究所」）をかろうじて

クリアしましたが、年間供給戸数は前年に比べ９.１％減少し、当連結会

計年度において厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のなか、マンションデベロッパー及び管理会社との更な

る関係強化及び新規法人開拓の強化に努め、販管費の継続的な見直しを行

ってまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は2,659百万円（前連結会計年度

比17.1％増）、営業損失は８百万円（前連結会計年度は11百万円の営業損

失）、経常利益は38百万円（前連結会計年度比107.4％増）、親会社株主

に帰属する当期純利益は107百万円（前連結会計年度は14百万円の親会社

株主に帰属する当期純損失）となりました。

事業別の状況は次のとおりであります。

ハウスケア事業におきましては、マンションデベロッパー及び管理会社

との更なる関係強化及び新規法人開拓の強化に注力し、また、中古マンシ

ョン市場及び代理店事業の拡大を図りました。さらに、新型コロナウイル

ス感染症の５類移行による当社顧客の心理的緩和の影響があり、営業機会

の増加が見られたため、売上利益ともに予想を上回る結果となりました。

この結果、ハウスケア事業の売上高は676百万円（前連結会計年度比

34.8％増）、営業利益は103百万円（同77.3％増）となりました。

ビル総合管理事業におきましては、売上は比較的順調に推移いたしまし

たが、利益については人件費及び材料費や現場従業員の求人募集費の高騰
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に伴う経費増があり厳しい状況で推移いたしました。

この結果、ビル総合管理事業の売上高は1,602百万円（同5.4％減）、営

業利益は44百万円（同39.0％減）となりました。

総合不動産事業におきましては、想定以上の販売が出来たため、売上・

利益ともに好調に推移いたしました。

この結果、総合不動産事業の売上高は379百万円（同1,028.4％増）、営

業利益は22百万円（前連結会計年度は１百万円の営業損失）となりまし

た。

その他事業におきましては、本格的な販売には至っておらず、厳しい状

況で推移いたしました。

この結果、その他事業の売上高はありませんでした（前連結会計年度は

40百万円の売上高）、営業損失は０百万円（前連結会計年度は34百万円の

営業利益）となりました。
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よる販路の拡大、ホテル・商業施設へのコーティングを提案してまいりま

す。

②上場廃止の決定について

当社は株式会社東京証券取引所より、2023年11月29日を以て、当社株式

を整理銘柄に指定し、2023年12月30日付で上場廃止とする旨の連絡を受け、

上場廃止となりました。これにより、当社グループの事業活動や業績及び財

政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

ア．上場廃止の決定及び整理銘柄の指定理由

株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。

ルーデン・ホールディングス株式会社株式（以下「同社」という。）は、

2022年11月30日付で「外部調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」

を開示し、2023年１月17日付の「過年度の有価証券報告書等及び決算短信等

の訂正に関するお知らせ」等において、2018年４月以降に開示した複数の適

時開示資料の内容の訂正を行いました。

これらにより、同社では、2018年当時の取締役会長による内部統制の無効

化が生じていたほか、同社の内部統制及び適時開示体制に著しい不備があっ

たことが判明したことから、同社の内部管理体制等について改善の必要性が

高いと認められたため、2023年１月28日付で、当取引所は同社株式を特設注

意市場銘柄に指定しました。

同社は、2023年３月31日に、特設注意市場銘柄の指定を踏まえ、十分な改

善計画の策定の前提として、更なる事実関係の調査、事実関係に基づく原因

分析と再発防止策の検討、ルーデンコイン事業実施時の取締役・監査役の責

任の有無等の調査、類似事案の件外調査を行うことを目的とする第三者委員

会を設置しました。その後、同社は、2023年８月31日に、同社により設置さ

れた第三者委員会による調査の過程で、類似事案が複数確認されていること

を開示しました。また、2023年10月30日に、第三者委員会の委員全員が退任

する旨を開示しました。

これにより、第三者委員会が設置された目的であった事項についての調査

が完了しておらず、同社が再発防止のための具体的かつ実効的な改善計画を

策定できるか明らかでない状況が認められたことから、2023年10月30日付

で、当取引所は同社株式を監理銘柄（審査中）に指定しました。

（監理銘柄（審査中）指定後の状況）

同社は、2023年11月１日に改善計画（以下「現状の改善計画」という。）

を開示しましたが、現状の改善計画は、第三者委員会による調査の目的であ
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った追加調査や原因分析等を反映した計画となっておらず、今後の対応につ

いては方針が決まり次第直ちに開示することとしていました。

その後、同社は2023年11月13日に、新たに第三者委員会の委員に就任する

候補者は決まっておらず、かつ、候補者を選定できる見通しも立っていない

ことから、現状の改善計画をもとに内部管理体制の改善に取り組んでいく旨

を開示しました。

（改善の見込み）

特設注意市場銘柄への指定から１年を経過していないものの、監理銘柄

（審査中）指定及び以下の状況等を鑑み、改善の見込みについて検討した結

果、同社の内部管理体制等について、改善の見込みがなくなったと認められ

ました。

・同社は、特設注意市場銘柄への指定から10か月が経過しているが、十分

な改善計画の策定の前提となる更なる事実関係の調査、事実関係に基づく原

因分析、当時の取締役・監査役の責任追及、類似事案の件外調査に関する対

応方針を明らかにできず、その見込みも立っていないこと。

・特設注意市場銘柄に指定された原因となった事象以外の類似事案の件外

調査を踏まえた検討の状況及び必要に応じた原因分析・再発防止策について

言及していない現状の改善計画は、同社の内部管理体制を改善させるための

実効性のある計画であると評価できないこと。

・特設注意市場銘柄に指定された原因となった事象が発生した当時の取締

役・監査役の責任の所在の有無についていまだに明らかにしておらず、現在

においても、同社の子会社の取締役及び監査役に留任していることを前提に

策定された現状の改善計画は、同社の内部管理体制を改善させるための実効

性のある計画と評価できないこと。

・現状の改善計画においては、2023年９月以降、代表取締役社長が管理担

当取締役を兼任する状況を解消するため、管理担当取締役を追加選任する方

針が表明されているが、候補者の選定が進んでおらず、選任のための臨時株

主総会の開催に向けた具体的な手続きも実施される見込みが立っていないこ

と。

（結論）

以上を総合的に勘案すると、現状の改善計画の内容は、事実関係の究明

や再発防止のための方針において重大な考慮不足があり、十分に実効性が

あるものと評価することができず、今後、その状況が改善される合理的な

見込みもないものと認められました。このため、同社の改善計画の相当部

分に重大な不備が存在し、特設注意市場銘柄の指定を継続したとしても、

特設注意市場銘柄への指定から１年を経過するまでの間において、内部管
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理体制等の改善が達成される実効的かつ合理的な計画が存在しないと認め

られることから、同社の内部管理体制等について、現に改善の見込みがな

くなったと認め、同社株式の上場廃止を決定し、整理銘柄に指定すること

にしました。

  イ．上場廃止日

2023年12月30日（土）

ウ．今後の対応

株主や投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様には、多大な

るご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後とも内部統制につきましては、全てのステークホルダーから信頼される

企業であり続けるために、企業倫理の重要性を認識し、経営の健全性、経営

の意思決定と業務執行の透明性・公正性を確保すべく、コーポレート・ガバ

ナンスの充実、及び法令遵守の徹底に努めてまいります。
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(5) 主要な事業内容（2023年12月31日現在）

当社グループは、ハウスケア事業、ビル総合管理事業、総合不動産事業及

びその他事業を行っておりますが、各事業の内容は以下のとおりでありま

す。

①ハウスケア事業

連結子会社である株式会社ルーデン･ライフサービスは、新築住宅をタ

ーゲットとして、そのデベロッパー及び管理会社に対し、内覧会のプロデ

ュースを行うとともに、入居されるエンドユーザーに対し、住居の壁や天

井・床・水廻り等の居住空間において、場所に応じて各種コーティングを

行っております。これらのコーティング剤は安全性が高く、抗菌性・防カ

ビ効果・消臭効果に優れており、お客様のニーズに合ったご提案をしてお

ります。

既存住宅に対しては、管理会社の持つストック市場に対して様々なメニ

ューを提案し、専有部及び共用部に対しサービスを提供しております。今

後のデベロッパーの業界再編を視野に入れ、新築及び既存住宅に対応でき

るサービスを充実させております。

②ビル総合管理事業

連結子会社である株式会社ルーデン･ビルマネジメント及び株式会社ツ

ーエムは、事業用ビルの管理及びマンション管理（清掃管理・設備管理・

保守管理・営繕管理等）のビルメンテナンスを行っております。また、首

都圏及び都内23区内の公共施設の清掃・設備管理も委託されております。

③総合不動産事業

連結子会社である株式会社ルーデン･ビルマネジメント及び株式会社ル

ーデン・プロパティは関東を中心に一戸建の開発や区分マンションの売

買、分譲用地の売買など不動産関連事業全般を行っております。
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(6) 主要な事業所及び営業所（2023年12月31日現在）
① 当社

本社 東京都渋谷区
② 子会社

株式会社ルーデン･ライフサービス 東京都渋谷区
東日本営業部 東京都渋谷区
西日本営業部 大阪府大阪市淀川区

株式会社ルーデン･ビルマネジメント 東京都台東区
株式会社ツーエム 東京都調布市
株式会社ルーデン・プロパティ 東京都渋谷区
株式会社Ｐ２Ｐ ＢＡＮＫ 東京都渋谷区

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

ハ ウ ス ケ ア 事 業 36（－）名 9名増(－）

ビ ル 総 合 管 理 事 業 40（604）名 4名増(16名減）

総 合 不 動 産 事 業 －（－）名 －(－）

そ の 他 事 業 －（－）名 －(－）

全 社 （ 共 通 ） 4（－）名 1名増(－）

合 計 80（604）名 14名増(16名減）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

4（－）名 1名増(－） 38.9歳 7.7年

(7) 使用人の状況（2023年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で
記載しております。

② 当社の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で
記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2023年12月31日現在）
借入金の金額に重要性がないため、記載を省略しております。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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(2) 新株予約権等の状況

①当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

②当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対して交付した新株予約権

の状況

該当事項はありません。

③その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。
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７.ストック・オプションにつきましては、発行の都度株主総会で決議された範囲内で、各役員

の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し、取締役会において決定いたします。

８.当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取

締役については取締役会、監査役については監査役の協議（監査等委員会設置会社移行後

は、取締役（監査等委員を除く）については取締役会、監査等委員である取締役については

監査等委員である取締役の協議）であり、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案し

て決定しております。当事業年度におきましても、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等

を勘案して報酬を決定しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
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(5) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概

要は以下のとおりであります。

① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報の取扱いは、文書管理規程をはじめ社内

規程により、管理責任者、保管方法、保存期間を定めており、適時、運用

状況の検証、各規程の見直しを行っております。また、取締役及び監査等

委員は、常時当該情報等の閲覧が可能となっております。

② 当社及び当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、ＣＳＲ委員会をはじめ、取締役及び経営執行者は適宜リスク管

理を行う一方、自社の経営目的に影響を与えるリスクを認識し、リスクに

対する取り組みを決め、その取り組みがうまく行われているかどうかをモ

ニタリングし、問題があれば改善するマネジメントシステムを構築してお

ります。

③ 当社及び当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを

確保するための体制

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離する執行役員制を採用

し、取締役会は経営方針等の重要事項の意思決定並びに取締役の職務執行

及び執行役員の業務執行を監督し、執行役員は、取締役会で定められた職

務分担に基づき業務を執行する。

当社及び当社グループの取締役会は中期経営計画・年度予算を策定し、

執行役員はその達成に向けて業務を執行する。

④ 当社及び当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制

当社の代表取締役社長の直轄委員会としてＣＳＲ委員会を設置し、コン

プライアンス活動の充実と商材及びサービス等の品質向上を図っておりま

す。
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⑤ 会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正

を確保するための体制

当社はグループ企業としての運営を行うにあたり、グループ全体の内部

統制、コンプライアンス、リスク管理体制等に関しましても監査を実施し

ております。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の当社の他の取締役

からの独立性に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求

めた場合、専任の監査等委員業務補助者を置くことができます。また、当

該取締役及び使用人の異動にあたっては、監査等委員会と事前に協議を行

い、取締役会の同意を得たうえで決定するものとし、取締役会からの独立

性を確保いたします。

⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

当社の取締役及び使用人は、その職務の執行状況について、取締役会等

の重要会議を通じて監査等委員会に定期的に報告を行うほか、必要の都

度、遅滞なく報告します。

当社の取締役・執行役員及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求

めた場合、または監査等委員会が当社グループの業務及び財産の状況を調

査する場合は、迅速かつ的確に対応いたします。

子会社の取締役・使用人は、当社監査等委員会から業務執行に関する事

項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行います。

当社内部監査室、総務部等は、定期的に当社監査役に対する報告を実施

し、子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を

報告いたします。

当社及び子会社は、上記に掲げる事項について監査等委員会に報告をし

たことを理由として、不利な取扱をしません。

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体

制

監査等委員会は、代表取締役社長若しくは会計監査人と、必要に応じて

適宜意見交換を実施し、また、当社では複雑かつ高度化する監査業務に適

切に対応できる社外監査等委員を選任し、取締役会から独立した体制を敷

いております。

当社は、監査等委員の職務の執行が実現達成出来るよう、監査等委員会

の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該

職務の執行について生ずる費用又は債務の処理を負担いたします。
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⑨ 取締役・使用人全員の信頼性のある財務報告を重視するための体制

当社及び当社グループ内のすべての取締役及び使用人は、財務報告に係

る内部統制の役割の重要性を強く認識し、自らの権限と責任の範囲で、内

部統制の基本的要素（統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と

伝達、モニタリング、ITへの対応）への適切な整備及び運用に努めます。

⑩ 適正な財務報告を実現するための体制

一般に公正妥当と認められる会計基準その他の関連法規に準拠し作成し

た財務報告を適時に開示することにより、情報開示の透明性及び公平性の

確保に努めます。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備に関する体制

市民社会の秩序を脅かす反社会的勢力に対し断固、取引関係をはじめと

する一切の関わりを排除します。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、多年度にわたり業務の適正化を図るために必要な体制作りとし

て「内部統制システムの整備」を毎年取締役会の決議としております。

当社及び当社グループの適正な業務の運用として、ＣＳＲ委員会を毎月

開催し、コンプライアンスに関する報告、内部監査室より内部統制に関す

る整備・運用評価の報告、その他日々刻々と変化する環境に対応しうる体

制の構築、実施をしております。

(7) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

(8) 剰余金の配当等の決定に関する方針

該当事項はありません。
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第５号議案 資本金の額の減少（減資）及び剰余金の処分の件

１.提案の理由
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法

第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ
振り替えるものであります。

２.資本金の額の減少の内容
（１）減少する資本金の額
資本金の額金10億円を金９億円減少して金１億円とし、減少する資本金の額
の全額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

（２）減資の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額
のみを減少し、減少する資本金の額金９億円をその他資本剰余金に振り替え
るものであります。

（３）資本金の減少が効力を生ずる日
2024年３月31日（予定）
本件は純資産の部における科目間の振替処理であり当社の純資産額の変動は
ございません。

３．剰余金の処分の件
当社第23回定時株主総会において承認可決されました「第２号議案 資本

金及び資本準備金の額の減少（減資）並びに剰余金の処分の件」のうち
「４．剰余金の処分の内容」につきましては、当該決議内容が企業会計基準
に反し、会社法の定めに反する内容となっていたことが判明しました。その
ため、当該決議は一部無効となり、その他資本剰余金及び別途積立金の繰越
利益剰余金への振替は効力が生じないこととなりました。

そこで、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法452
条の規定に基づき、改めて、以下の通り繰越利益剰余金の欠損填補をさせて
戴きたいと存じます。
（１）減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 879,308,218円
別途積立金 110,000,000円

（２）増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 989,308,218円
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第６号議案 自己株式取得の件

資本効率の向上と株主の皆様への利益還元のため、および経営環境の変化など

に対して機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第156条の規定に基

づき、本定時株主総会終結のときから1年以内に、当社普通株式800万株、取得価

額の総額金560,000,000円を限度として取得することにつき、ご承認をお願いし

たいと存じます。

以 上
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